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男1紙

分害1肝 移植 につ いて

分害1肝移植の実施

臓器の移植 に関する法律 (平成 9年法律第 104号 )に おける脳死 した者の身体か ら
の肝臓移植 に関 し、当該肝臓を分害1し て移植す ること (以 下 「分害1肝 移植」とい う。 )

については、第一選択の移植を受ける患者 (以 下「レシピェント」といデ。)がノト児等
であって、 かつ 、当該 レシ ピェン トに係 る移植実施施設 が、 当該 レシピェ ン トに肝臓 の
一部 を移植 して もなお、残余 の部分 が移植 に使用 で きる可能性があると判断 した ときに、
その実施 を考慮 するもの とす る。
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, 分割肝 移植 を実施す る場合 における ドナー の望 ま しい状態等
分害1肝 移植 を実施す る場合 には、全肝 移植 の肝臓 と比べて肝臓の状態が よい こ とが求
られ るこ とか ら、移植実施施設 による分害1肝 移植 の実施 に当たっては、 「臓器 提供者
ドナー)適応 基準及 び移 1直 希望者 (レ シ ピエ ン ト)選 択基準について (平成 9年 10
16日 健医発第 1371号 )」 の 「<肝臓 >臓器提供者 (ド ナー)適 応基準 」 に規定
れた条件等 に加えて、臓器提供者 (以 下 「ドナー」 とい う。)が 、以下 の状 態等 にあ
こ とが望 ま しい。
60歳 以下 であること。

循環動態 が安定 してい ること。
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生 化 学 的肝 機能検 査 で著 しい異 常 が な い

内眼 的 に脂 肪肝 が認 め られ ない こ と。

摘 出前 の循 環管理 にお い て、 ドナー に対

用 され て い な い こ と。 (ド パ ミン及 び ドブ

ン L・

して、 カテ コラ ミン等 の強心薬が多量 に使
タ ミンにあっては、 15γ (μ g/kg/

min)以 下 であること。 )

ただ し、 ドナーがこれ らの状態等 にない場合 で あって も、 当該 レシピェ ン トの主治 医
、医学 的な観 点か ら総合的に考慮 して、移植 を実施す るこ とが可能であ ると判 断 した
合 にあ って は、分害1肝 移植 を実施す るこ とがで きる。

3 分書|の 方法
移植に用い られる肝臓を分割する方法については、 ドナーの体内において分害1す る方

法 (以、下 「体内分害1」 とい う。)及 び ドナーの体外から肝臓を摘出 した後 に分害1す る方
法 (以 下 「体外分害1」 とい う。)の 二種類があるが、移植成績等の観点か し考慮する と
体内分割 による場合の方が体外分害1よ りもす ぐれていることから、原則 として、体内分
割によることが望ま しい。ただ し́、多臓器 が提供 される場合における体内分害1は 、心臓
肺等の他の臓器 に係る摘出チームと事前に調整 し、体内分存1の 実施 について合意が得 ら
ilン た場合に実施すること。

4 その他

なお、肝臓 の移植 を受け ることとなる第一選 択 の患者 が /1ヽ 児等である場合以外 の分害|

肝移植 の実施 については、今後検討す る。



分割肝移植 の流れ llつ いて
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